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	 特定非営利活動法人	 日本禁煙学会緊急声明	 

タバコ会社の元社長を NHK の経営委員長に就かせるべきではない	 

	 

日本経済新聞 2013 年 5 月 13 日朝刊によりますと、NHK 経営委員会の委員長(CEO)を JT（日本た

ばこ産業）の本田勝彦顧問（71）を軸に調整しているとのことです。	 

本学会は、以下の理由で、この人事に強く反対し、撤回を求めます。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 理由	 

（１）放送法 1 条（目的）には、「放送を公共の福祉に適合するように規律し」と定められている。

この「公共の福祉」には、タバコの使用を大幅に減らし国民の健康と命を守るという公衆衛

生における喫緊の課題も含まれている（健康日本２１、がん対策推進基本計画等）。しかし

ながら、JT の元社長であり現在も経営に関与する者を NHK の経営委員長に就かせることは、

年間 12～13 万人の国民を死に至らしめているタバコの製造販売を促進するために、喫煙率

やタバコ販売量が維持されることを意図した偏向的な番組作りや報道が行われる可能性が

懸念され、不適切である。	 

	 

（２）日本国政府は、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」を批准しており、憲法 98 条

2 項により、当該条約の遵守義務をおっている。当該条約 5 条 3 項において「締約国は、タ

バコの規制に関する公衆の健康のための政策を策定し及び実施するに当たり、国内法に従い、

タバコ産業の商業上及び他の既存の利益からそのような政策を擁護するために行動する。」

と定められており、政策の策定・執行にあたりタバコ産業の干渉・影響を排除しなければな

らない。しかしながら、JT の経営に関与する者を NHK の経営委員長に就かせることに国会が

同意するということは、当該条約 5 条 3 項に明確に違反することとなる。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＊＊＊＊＊＊＊	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 本学会のもとにも世界各国からこのような重大な懸念を示す意見が次々に寄せられています。

NHK の経営人事は、日本国内だけの問題ではなく、十数カ国語で世界中に放送していることから BBC

などの国際放送とならび、国際的に影響のある問題と考えられているからです。	 

	 

以上	 

	 

2013 年 5 月 16 日	 

特定非営利活動法人	 日本禁煙学会	 理事長	 作田	 学	 



 

 
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」（抜粋）	 

	 
第五条	 一般的義務	 

１	 締約国は、この条約及び自国が締約国である議定書に従い、多くの部門における包括的な自

国の戦略、計画及びプログラムであってタバコの規制のためのものを策定し、実施し、並びに定

期的に更新し及び検討する。	 

２	 このため、締約国は、その能力に応じ、次のことを行う。	 

（a）タバコの規制のための国内における調整のための仕組み又は中央連絡先を確立し又は強化

し、及びこれらに資金を供与すること。	 

（b）タバコの消費、ニコチンによる習慣性及びタバコの煙にさらされることを防止し及び減少さ

せるための適当な政策を策定するに当たり、効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採

択し及び実施し、並びに、適当な場合には、他の締約国と協力すること。	 

３	 締約国は、タバコの規制に関する公衆の健康のための政策を策定し及び実施するに当たり、

国内法に従い、タバコ産業の商業上及び他の既存の利益からそのような政策を擁護するために行

動する。	 

４	 締約国は、この条約及び自国が締約国である議定書の実施のための措置、手続及び指針に関

する提案を作成することに協力する。	 

５	 締約国は、適当な場合には、この条約及び自国が締約国である議定書の目的を達成するため、

権限のある国際的及び地域的な政府間機関並びに他の団体と協力する。	 

６	 締約国は、利用することができる手段及び資源の範囲内で、二国間又は多数国間の資金調達

のための制度を通じ、この条約の効果的な実施のための資金を調達することに協力する。	 

	 

第十二条	 教育、情報の伝達、訓練及び啓発	 

締約国は、適当な場合にはすべての利用可能な情報の伝達のための手段を用いて、タバコの規制

に関連する問題についての啓発を促進し及び強化する。このため、締約国は、次のことを促進す

るための効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び実施する。	 

（a）タバコの消費及びタバコの煙にさらされることによる健康に対する危険（習慣性を含む。）

についての教育及び啓発のための効果的かつ包括的なプログラムへの広範な参加の機会の提供	 

（b）タバコの消費及びタバコの煙にさらされることによる健康に対する危険並びに第十四条２の

規定によりタバコの使用の中止及びタバコのない生活様式がもたらす利益についての啓発	 

（c）タバコ産業に関する広範な情報であってこの条約の目的に関連するものの自国の国内法に基

づく公開	 

（d）保健に従事する者、地域社会のために働く者、社会福祉活動に従事する者、報道に従事する

者、教育者、意思決定を行う者、行政官その他の関係者に対する、タバコの規制に関する効果的

かつ適当な訓練又は啓発のためのプログラム	 

（e）タバコの規制のための複数の部門にわたるプログラム及び戦略の策定及び実施におけるタバ

コ産業と関係を有しない公的な及び民間の団体並びに非政府機関の啓発及び参加	 

（f）タバコの生産及び消費が健康、経済及び環境に及ぼす悪影響に関する情報についての啓発及

びその情報の取得の機会の提供	 

 


